（様式　１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　年　　月　　日
一般財団法人秋田市スポーツ協会
会　長　大　山　重　幸　様

                                   申請者
　　　　　　　　　　　　　　　　　 住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 団 体 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　


令和（　　）年度　　　　　　　           　協会
スポーツ活動の助成金交付について(申請)


  標記の件につきまして、さらに充実した地区スポーツ活動をはかるため、下記のとおり
交付していただきますよう関係書類を添えて申請いたします。

記

　１　助成金申請額　　　　　　　　　　　　円(ラジオ体操・スポレク・大会教室・　　　　　リーフレット作成費)
　２　
	事　　業　　名
	実施予定期日
	会　　　場

	 はずむ！スポーツ都市
 全市一斉ラジオ体操のつどい
	

	


	 はずむ！スポーツ都市
 全市一斉スポーツレクリエーション大会
	

	


	 スポーツ大会

	

	


	 スポーツ教室

	

	




　　〔連　絡　先〕  住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                    氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）助成金を助成金の交付申請の目的以外に使用しないこと。
（２）助成金の交付申請の内容を変更する場合は、あらかじめ(一財)秋田市スポーツ協会会　　　　　長にその旨を文書で申請し、(一財)秋田市スポーツ協会会長の承認を得ること。
[bookmark: _Hlk127969798]（３）助成金の交付を受けた事業が完了した場合、助成事業終了後、一ヶ月以内に実績報　　　告書（様式第２号）、収支決算書（様式第３号）または総会資料等内容確認できる書類　　　　　　　　　　　を添えて提出しなければならない。
（４）この助成金の収支決算に係る関係書類は整理し、事業終了後から５年間保存しなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　

（様式   １）                                   令和    年    月    日   一般財団法人秋田市 スポーツ 協会   会   長   大   山   重   幸   様                                         申請者                       住    所                                           団   体   名                                           代表者名                             令和 （    ） 年度                        協会   スポーツ活動の助成金交付について ( 申請 )          標記の件につきまして、さらに充実した地区スポーツ活動をはかるため、下記のとおり   交付していただきますよう関係書類を添えて申請いたします。     記       １   助成金申請額               円 ( ラジオ体操・スポレク・大会教室・       リーフレット作成費 )     ２   事業計画         

事    業    名  実施予定期日  会     場  

  はずむ ！ スポーツ都市     全市一斉ラジオ体操のつどい        

  はずむ ！ スポーツ都市     全市一斉スポーツレクリエーション大会        

  スポーツ大会          

  スポーツ教室          

     〔連   絡   先〕    住   所                                                氏   名                           （１） 助成金を助成金の交付申請の目的以外に使用しないこと。   （２） 助成金の交付申請の内容を変更する場合は、あらかじめ ( 一財 ) 秋田市 スポーツ 協会会       長にその旨を文書で申請し、 ( 一財 ) 秋田市 スポーツ 協会会長の承認を得ること。   （３）助成金の交付を受けた事業が完了した場合、助成事業終了後、一ヶ月以内に実績報       告書（様式第２号） 、 収支決算書（様式第 ３ 号） または 総会資料等内容確認できる書類             を添えて提出しなければならない。   （４）この助成金の収支決算に係る関係書類は整理し、事業終了後から５年間保存しなけれ ばならない。                   

